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本
市
に
お
け
る
空
家
対
策

特
定
空
家
等

空
家
の
適
正
管
理
・
利
活
用

庁
内
検
討

協
議
会

老朽家屋問題小委員会

③空家等対策
有識者会議

意見徴収

④空家等対策協議会

⑤空家等対策協議会専門部会

これまでの本市の空家等対策の取組について

①区長会議 まちづくり・にぎわい部会・・・・・・関係区長
②空家等対策検討会 ・・・・・・代表区長（幹事会：関係区・局担当課長）

※Ｈ２８年４月より６区長による検討会に再編

メ
ン
バ
ー

・空家の利活用等の促進に関する
調査事業【住吉区】

・空き家活性化サポーター制度
【東住吉区】

平成29年度重点施策事業

区役所における相談窓口の設置

空家法に基づく助言･指導･勧告･命令･限定的な代執行の 実施

空家法に基づく税情報の活用

保安上危険な建築物に対する指導･命令･限定的な代執行 の実施 （建築基準法）

③空家等対策有識者会議 ・・・・学識経験者
④空家等対策協議会 ・・・・・・市長（副市長）、地域住民、市会議員、学識経験者
⑤空家等対策協議会専門部会 ・・学識経験者

協
議

第
２
回

第
３
回

第
５
回

第
２
回

第
３
回

②空家等対策検討会
代表5区、関係14室・局

第
４
回

空
家
等
対
策
計
画
に
基
づ
く
取
組
開
始

各
区
ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ラ
ン
等
に
基
づ
く
取
組
開
始

空
家
等
対
策
計
画
策
定

第
４
回

各
区
ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ラ
ン
等
策
定

第
１
回

パ
ブ
コ
メ

特
定
空
家
に
関
す
る
方
針
作
成

検討会：代表6区長
幹事会：代表6区、関係15室・局

体制
見直し

勧告措置の妥当性の確認等

空
家
等
対
策
計
画
の
一
部
改
訂

●設置条例制定●開催要綱制定

第
６
回

第
５
回

２不動産団体への
空き家情報の提供

●
２不動産団体
との協定締結

第
６
回

第
１
回

第
７
回

第
7
回

第
８
回

意
見
公
募

各
区
で
勧
告
の
時
期
等
の
指
針
を
策
定

指
針
に
基
づ
く
取
組
開
始

空家利活用改修補助事業

第
９
回

・地域による人と家の見守り
活動支援事業【住之江区】

・空家相談員による空家利活用
推進事業【大正区】

平成30年度・令和１・２年度重点施策事業

第

回

第

回

10  11  

①区長会議 まちづくり・にぎわい部会

他区展開を促す


